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総社市議会基本条例（案）

日本国憲法に基づく二元代表制の下，議会は合議制の議事機関として，市長は執行機関として，それぞれが異な
る権限を行使して，市民の意思を市政に反映させるという役割及び責任を担っており，議会は，市政の監視及び評
価並びに立法機能を十分発揮しながら，市民福祉の向上及び地方自治の本旨の実現を図る責務を負っている。
地方分権の進展に伴い，地方自治体（以下「自治体」という。）の権限は拡大し，自治体自らの責任において決
定する事務が増加する中で，議会の担うべき役割及び責任も大きくなっており，これまで以上に市政の監視及び評
価並びに立法機能の強化が求められている。
また，積極的に情報を公開し，より一層市民に開かれた議会を実現するとともに，市民との対話を通じて市政の
課題に対する多様な意見を的確に把握し，市民福祉の向上に努めていく必要がある。
よって，議会は，市民の参加及び開かれた議会を推進するとともに，議会及び議員の責務と議会運営の基本的事
項を明らかにし，市民福祉の向上のために全力を挙げて市民の負託に応えることを誓い，ここに議会基本条例を制
定する。

第１章  総    則

 （目的）

第１条� この条例は，地方自治の本旨に基づき，議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより，市民の負託
に的確に応え，市民福祉の向上及び公正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

 （最高規範性）

第２条� この条例は，議会における最高規範であって，議会は，この条例の趣旨に反する条例，規則等を制定して
はならない。
２� 議会は，この条例の理念を議員間で共有するため，一般選挙を経た任期開始後速やかに，この条例に関する研
修を行わなければならない。

 （議会の活動原則）

第３条� 議会は，次の各号に掲げる原則に基づき，活動するものとする。
⑴� 公正性及び透明性を確保し，市民に開かれた議会を目指すこと。
⑵� 市民を代表する議決機関であることを自覚し，市政運営が適正に行われているかを監視し，評価すること。
⑶� 市民の多様な意見を把握し，議会の政策提言及び政策立案に適切に反映できるよう，市民参加の機会の拡充に
努めること。
⑷� 把握した市民の多様な意見をもとに，政策提言及び政策立案の強化に努めること。
⑸� 市民に対して，議会の議決又は運営について，その経緯及び理由等の説明責任を果たすこと。
⑹� 議会に対する市民の関心が高まるように，分かりやすい方法等で議会運営を行うこと。
 （議員の活動原則）

第４条� 議員は，次の各号に掲げる原則に基づき，活動するものとする。
⑴� 市政の課題について市民の意見を的確に把握するとともに，自己研さんに努め，市民の代表としてふさわしい
活動をすること。
⑵� 議会の構成員として，一部団体及び地域の代表にとどまらず，市民全体の福祉の向上のため活動すること。

第２章  市民と議会の関係

 （市民参加及び市民との連携）

第５条� 議会は，市民に対し，議会の活動に関する情報を積極的に公表して情報の共有を推進するとともに，説明
責任を果たすものとする。
２� 議会は，本会議のほか，すべての委員会を原則公開するものとする。
３� 議会は，公聴会制度及び参考人制度を活用して市民等の意見を聴き，議会の政策提言及び政策立案に反映させ

皆さんのご意見を募集します。
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